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地域の実情に応じた自治体体制整備　初動期工程の考え方　例示
成年後見利用促進にかかる市町村計画の策定

自治体内の各種計画策定状況、記載内容の確認

高齢分野の法定計画での
権利擁護関連事項記載の有無

障害分野の法定計画での
権利擁護関連事項記載の有無

地域福祉計画策定の有無と
権利擁護関連事項記載状況

市町村版利用促進計画
策定の有無に関する検討

近隣市、都道府
県との情報共有

交流
（含広域検討）

策定の有無、
策定する場合の、
策定時期・内容
等について検討

権利擁護、
促進法、
計画に即
して記載

促進法、
計画に即
して内容
拡充

記載あり

一体型計画

次期計画

単独計画

記載なし
策定済・
記載あり

策定済・
記載なし

未策定

促進法、国
間本計画に
即して内容
拡充

権利擁護、
促進法、
国基本計
画に即し
て記載

【検討事項】
・策定年次（既存計画改
定時）と計画期間
・必要な実態把握等の調
査の内容・規模
・策定体制（委員会等の
設置）
　⇔整備するネットワー

クとの関係
・予算確保
・中核機関設置プロセス
との連携のとり方　等

法定計画 努力義務計画

【検討項目】
「いずれの計画に」「どのように」記載するかを庁内で検討・調整

【検討項目】
複数の計画に記載する場合

計画間で記載内容について整合性を図る

計画策定

 ヒント！


